
長浜市選挙管理委員会告示第３６号 

 

   委員長職務代理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第１８７条第３項及び長浜市選挙管理委員会規程（平

成18年長浜市選挙管理委員会告示第1号）第３条の規定に基づき、委員長職務代理者を指定

する。 

 

   令和８年３月３１日                           

                 長浜市選挙管理委員会 委員長 河﨑 顯了 

 

委員長職務代理者  峯 正貴   長浜市宮司町  

 


